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桑名市次世代デジタル体験教室支援業務仕様書 

 

本仕様書は、桑名市次世代デジタル体験教室支援業務における仕様について内容を定め

たものである。 

 

1. 事業目的 

 デジタル技術に興味を持つ小学生を対象に次世代デジタル体験教室を実施し、デジ

タルに触れるきっかけとする。 

 

2. 事業期間 

契約締結日から令和 8 年 9 月 30 日までとする。 

 

3. 積算 

教室を実施するためのコンテンツ料、講師、サポート員、交通費を含む。参加者の募

集及び管理、実施会場、プロジェクター、スクリーンは本市が準備する。使用機材と通

信環境は、使用するコンテンツによって変わるため、項番 4-⑤を参照すること。 

 

4. 業務の概要 

① 形式 

1. 対面形式で実施すること。ただし、外部講師やアドバイザーといった一部のス

ポット対応者はオンラインでの参加を可とする。 

② 開催時期、回数と時間 

1. 三重県内公立小学校・義務教育学校の夏休み期間中（令和８年７月 18 日～８

月 31 日の土日に開催すること。 

2. 1 回につき２時間以上の教室を６回開催すること。 

3. 連続した２日間での開催を可とする。 

③ 対象と人数 

1. 原則、小学 4 年生から 6 年生とする。ただし、コンテンツ内容によって対象

の学年を変更できるものとする。 

2. 参加者（小学生）は 1 回あたり最大 15 人とする。 

3. 保護者が同伴する場合、参加人数に含まない。 

④ コンテンツ 

1. 事業者は、「ロボットプログラミング体験」「生成 AI 活用体験」のどちらに

対応できることを必須条件とする。その上で、実際の採用コンテンツは落札後

に本市と協議のうえ決定するものとする。  

2. 各コンテンツの詳細な仕様は以下の通りとする。 
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・ロボットプログラミング体験：参加者がプログラミング的思考によってロボット

から音を出したり、実際に進行させたりできる内容であること。ロボット製品の指

定は行わない。 

・生成 AI 活用体験：AI に関する座学を実施し、AI を利用する際のリスクについ

ても言及すること。その上で、具体的なテーマに基づき、生成 AI を活用した体験

を実施すること。 

⑤ 機材 

Windows 11 端末と通信環境は本市が準備する。この他必要な端末と通信環境

が生じる場合は事業者が準備すること。 

⑥ 講師及びサポート員 

1. 講師は最低 1 人、サポート員は最大参加者数を十分にサポートできる体制に

すること。 

⑦ カリキュラム 

1. 参加者の学年に沿った内容であること。 

2. 論理的思考を学べる内容であること。 

 

5. 入札参加条件 

 令和７年４月１日から令和８年３月 31 日の期間に、次世代デジタル体験教室等（プ

ログラミング教室等を含む）をオンラインのみではなく対面で実施・運営している実績

があること。 

 

6. その他 

① 事業者は、本業務の履行に当たって個人情報を取り扱う場合、桑名市個人情報の保

護に関する条例等に基づき、その取扱いには十分注意し、漏洩、滅失又は毀損の防

止その他個人情報の保護に最大限の配慮をもって行うこと。 

② 事業者は、本業務の実施により知り得た情報が漏洩することの無いように、情報の

管理に万全の措置を講じること。また、事業者の責めに帰すべき情報流出等の事故

に対しては、事業者が責任を負うが、本市に対しては速やかに報告すること。 

③ 事業者は、業務の詳細について本市担当者と十分な打合せを行い、業務の目的を達

成すること。 

④ 本仕様と異なる事項又は本仕様書に定めのない事項であっても、事業目的を達成

するために、よりよい手法、技法又はアイデア等があるときは、本市に対して積極

的に提案すること。 

⑤ 事業者は、本業務を一括して第三者に委託（再々委託を含む。）し、又は請け負わ

せることはできない。ただし、本業務の一部について、予め本市が認めた場合はこ

の限りではない。 

⑥ 事業者（再委託又は再々委託により受託した者を含む。）は、本業務を通じて知り
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得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供して

はならない。また、本業務に関して知り得た情報の漏えい、滅失及び毀損の防止、

その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後もま

た同様とする。 

⑦ 事業に関する制作物の二次利用については、協議により使用可能とする。 

⑧ 本仕様に記載のない事項については、本市と協議して決定する。 


